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大
分

県
監
獄
事
件
取

続
・
明
治
法
制
史
料
雑
纂
（
六
）

調
書
（
明
治
十
六
年
）

手

塚

豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
「
大
分
県
監
獄
事
件
取
調
書
」
は
、
義
塾
法
学
部
研
究
室

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
村
田
保
文
書
の
一
冊
で
あ
り
、
大
分
県
十
三
行
罫
紙
八
枚

に
浄
書
さ
れ
た
（
別
に
附
表
十
五
枚
）
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
明
治
十

六
年
四
月
現
在
の
大
分
県
監
獄
の
状
況
を
、
当
時
同
県
監
獄
の
責
任
者
で
あ
つ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
副
典
獄
甲
斐
喜
一
郎
か
ら
内
務
省
内
局
別
房
長
村
田
保
（
内
務
大
書
記
官
）

宛
に
提
出
し
た
報
告
書
で
あ
る
。

　
昭
和
十
八
年
、
辻
敬
助
氏
が
編
纂
さ
れ
た
　
「
日
本
近
代
行
刑
史
稿
」
下
巻

は
、
千
六
百
頁
に
も
達
す
る
大
著
で
あ
つ
て
、
明
治
時
代
行
刑
史
の
も
つ
と
も

詳
細
な
業
績
で
あ
る
が
、
辻
氏
が
同
書
に
利
用
さ
れ
た
資
料
は
、
当
時
の
司
法

者
並
に
刑
務
協
会
保
存
の
文
書
お
よ
び
各
地
の
刑
務
所
に
残
存
し
て
い
た
旧
記

録
の
類
で
あ
つ
て
、
そ
の
量
は
彪
大
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
時
代
に
お
け
る

各
地
監
獄
の
記
録
が
、
万
遍
な
く
残
つ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
．
監
獄
の
中
に

は
、
す
で
に
明
治
時
代
に
お
い
て
、
か
な
り
詳
細
な
沿
革
史
を
編
纂
し
て
い
る

　
　
　
大
分
県
監
獄
事
件
取
調
書

　
　
　
　
　
（
4
）

と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
他
方
、
ほ
と
ん
ど
旧
記
録
が
酒
滅
し
て
し
ま
つ
た
監
獄
も

　
（
5
）

あ
る
。
辻
氏
の
前
掲
書
に
も
大
分
県
監
獄
関
係
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
引
用
さ
れ

て
い
な
い
。
　
「
大
分
県
監
獄
事
件
取
調
書
」
を
、
明
治
時
代
行
刑
史
の
珍
重
す

べ
き
一
史
料
と
し
て
こ
こ
に
覆
刻
、
発
表
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
こ
の
取
調
書
が
作
成
さ
れ
た
明
治
十
六
年
当
時
、
大
分
県
で
は
、
監
獄
本
署

が
大
分
に
置
か
れ
、
支
所
が
中
津
、
竹
田
、
杵
築
、
豆
田
、
佐
伯
（
中
津
以
外

は
、
明
治
二
十
六
年
三
月
廃
止
）
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。
未
決
監
は
、
大
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

あ
つ
た
が
、
監
獄
本
署
と
は
離
れ
て
い
た
。
大
分
監
獄
は
明
治
十
一
年
、
中
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

監
獄
は
同
十
六
年
、
そ
れ
ぞ
れ
新
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
支
所
の

建
物
は
、
お
そ
ら
く
藩
政
時
代
か
ら
の
も
の
を
利
用
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

　（8

）

る
が
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
．

　
こ
れ
ら
監
獄
の
規
模
、
構
造
な
ど
に
つ
い
て
は
、
取
調
書
は
全
く
ふ
れ
て
い

な
い
の
で
、
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
巳
決
囚
、
未
決
囚
合
わ

せ
て
七
三
三
人
で
あ
る
こ
と
と
、
　
「
囚
人
壱
人
二
付
畳
ノ
割
合
」
が
「
六
合
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
（
＝
二
七
九
）



　
　
　
　
大
分
県
監
獄
事
件
取
調
書

勺
壱
才
余
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
逆
算
し
て
、
囚
人
の
居
住
面
積
は
、
本
署
、
支

所
、
未
決
監
全
部
を
合
わ
せ
て
も
二
三
〇
坪
内
外
に
す
ぎ
ず
、
き
わ
め
て
小
規

模
の
建
築
で
あ
つ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
行
刑
職
員
の
数
は
か

な
り
多
い
。
看
守
以
上
の
職
員
は
、
囚
人
六
・
三
人
に
つ
い
て
一
人
、
全
行
刑

職
員
は
囚
人
二
・
一
人
に
つ
い
て
｝
人
の
割
合
で
あ
る
。
当
時
、
全
国
監
獄
の

平
均
は
、
前
者
が
一
二
・
一
人
に
つ
い
て
一
人
、
後
者
は
五
・
四
人
に
つ
い
て

　
　
　
　
（
9
）

一
人
で
あ
っ
た
．

　
こ
の
取
調
書
で
と
く
に
注
意
を
惹
く
の
は
、
全
受
刑
者
の
犯
罪
別
、
動
機
別

の
分
類
と
、
累
犯
者
に
関
す
る
詳
し
い
調
査
で
あ
る
．
こ
う
し
た
調
査
は
、
当

時
、
他
の
監
獄
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も

現
存
す
る
資
料
と
し
て
は
、
稀
有
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
そ
の
ほ
か
、
こ
の
取
調
書
は
、
不
完
全
な
行
刑
設
備
、
過
剰
拘
禁
、
内
役
外

役
の
不
足
、
逃
走
者
の
続
発
、
衛
生
状
態
の
不
良
等
、
明
治
十
年
代
中
期
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

け
る
わ
が
行
刑
制
度
の
一
般
的
傾
向
が
、
大
分
県
に
お
い
て
も
存
在
し
た
こ
と

を
、
如
実
に
示
し
て
い
る
。

（
1
）
　
「
事
件
」
と
い
う
言
葉
は
「
事
情
」
と
い
う
意
味
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
思

　
わ
れ
る
。

（
2
）
　
甲
斐
喜
一
郎
は
、
明
治
十
五
年
七
月
「
官
員
録
」
に
よ
る
と
「
書
記
兼
看
守

　
長
」
と
し
て
在
職
す
る
が
（
二
九
七
枚
表
）
、
同
十
六
年
五
月
「
官
員
録
」
で
は

　
「
副
典
獄
」
に
昇
任
し
て
い
る
（
三
〇
二
枚
裏
）
．
当
時
、
大
分
県
で
は
典
獄
の
地

　
位
は
空
席
で
あ
つ
た
．
し
た
が
つ
て
、
副
典
獄
が
監
獄
の
責
任
者
で
あ
る
。

ハ
3
）
　
明
治
十
六
年
五
月
・
前
掲
官
員
録
・
二
九
枚
裏
．
村
田
は
明
治
十
六
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
（
一
三
八
O
）

　
以
降
、
福
岡
、
長
崎
、
熊
本
、
鹿
児
島
、
大
分
の
各
県
を
巡
回
視
察
し
た
か
ら

　
（
「
村
田
水
産
翁
伝
」
二
一
一
頁
）
、
そ
の
際
、
大
分
県
で
提
出
を
う
け
た
の
で
あ
ろ

　
5
。
因
み
に
、
内
務
省
内
局
別
房
は
、
明
治
十
六
年
（
月
日
不
明
）
に
主
と
し
て

　
法
律
書
醗
訳
の
た
め
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
十
七
年
八
月
四
日
に
廃
止

　
さ
れ
た
（
内
務
省
ヨ
リ
各
局
課
へ
達
）
（
「
法
規
分
類
大
全
」
第
一
輯
・
官
職
門
第

　
二
冊
・
内
務
省
⇔
・
一
八
一
頁
）
。

（
4
）
　
筆
者
未
見
で
あ
る
が
、
「
徳
島
監
獄
沿
革
史
」
（
明
治
三
十
七
年
）
、
「
広
島
監

　
獄
沿
革
史
」
（
明
治
二
十
一
年
）
、
「
前
橋
監
獄
沿
革
史
」
（
刊
年
不
詳
）
の
類
で
あ

　
る
（
辻
敬
助
「
日
本
近
世
行
刑
史
稿
」
上
巻
凡
例
六
頁
、
下
巻
九
五
頁
）
。
辻
氏

　
は
引
用
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
義
塾
法
学
部
研
究
室
に
は
「
山
口
監
獄
沿
革
誌
」

　
（
明
治
四
十
四
年
）
を
所
蔵
し
て
い
る
。
他
に
も
類
書
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。

（
5
）

　
が
、

（
6
）

（
7
）

（
8
）

　
旧
幕
府
天
領
で
あ
る

　
照
）
。

（
9
）
　
拙
稿
「
明
治
二
十
年
・
罪
石
事
件
の
一
考
察
」
本
誌
第
三
八
巻
五
号
・
四
六

　
頁
掲
載
の
図
表
参
照
。

（
10
）
　
前
掲
拙
稿
・
四
三
頁
以
下
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　
前
註

　
（
1
）
　
ゴ
チ
は
原
文
の
朱
書
を
示
す
．

　
（
2
）
　
附
表
の
中
に
は
、
印
刷
の
都
合
上
、
若
干
形
式
を
変
え
た
も
の
が
あ
る

戦
前
で
も
文
書
を
破
棄
し
た
と
こ
ろ
が
す
く
な
く
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る

戦
後
は
と
く
に
戦
災
の
影
響
が
著
し
い
。

本
願
寺
編
「
日
本
監
獄
教
講
史
」
下
巻
・
一
六
四
五
頁
、
一
六
五
七
頁
。

辻
・
前
掲
行
刑
史
稿
・
下
巻
・
五
九
六
頁
。

佐
伯
は
旧
佐
伯
藩
領
、
杵
築
は
旧
杵
築
藩
領
、
竹
田
は
旧
岡
藩
領
、
豆
田
は

　
　
　
　
　
　
（
篠
田
九
万
太
「
大
分
県
新
誌
」
・
二
三
頁
旧
藩
領
域
図
参



　
（
例
え
ば
縦
の
表
を
横
の
表
に
し
、
ま
た
、
一
、
二
、
三
の
字
体
を
一
る
る
い
と

　
す
る
な
ど
）
。

（
3
）
　
□
□
は
、
汚
損
ま
た
は
虫
喰
の
た
め
不
明
の
文
字
で
あ
る
。

監
獄
事
件
取
調
書
出
来
候
二
付
別
紙
進
呈
候
也

　
　
明
治
十
六
年
四
月
八
日

　
　
　
　
　
　
大
分
県
監
獄
本
署

　
　
　
　
　
　
　
　
副
典
獄
甲
斐
喜
一

内
務
大
書
記
官
村
田

保
殿

郎

　
　
大
分
県
監
獄
事
件
取
調
書
（
表
紙
の
題
名
ー
手
塚
註
）

監
獄
署

　
署
員
ノ
数

　
　
監
嶽
本
支
署
吏
員
配
置
並
四
月
一
日
ノ
現
員
第
壱
表
ノ
如
シ

　
犯
罪
者
ノ
数
及
ヒ
犯
罪
種
類
附
携
児

　
　
本
署
未
已
決
囚
ノ
員
数
並
二
男
女
区
別
族
籍
年
齢
及
ヒ
携
児
ノ
員
数
等
第

　
　
二
三
四
五
表
ノ
如
シ

　
犯
罪
ノ
原
因

　
　
本
署
在
監
已
決
囚
犯
罪
ノ
起
因
ヲ
原
ス
ル
ニ
其
詳
細
ハ
第
六
表
ノ
如
シ
但

　
　
シ
多
ク
ハ
教
育
ナ
キ
者
而
已
ナ
リ

　
再
犯
ノ
有
無
及
初
犯
放
免
ヨ
リ
再
犯
迄
ノ
年
限

　
　
　
大
分
県
監
獄
事
件
取
調
書

　
本
署
在
監
囚
ノ
内
再
犯
以
上
ノ
者
及
ヒ
初
犯
ヨ
リ
ノ
年
限
ハ
第
七
表
ノ
如

　
シ
但
シ
新
法
実
施
後

　
　
ノ
犯
罪
二
係
ル

仮
出
獄
ノ
有
無

　
本
年
中
仮
出
嶽
ヲ
許
サ
レ
タ
ル
者
弐
名
内
壱
名
ハ
刑
期
七
年
ニ
シ
テ
他
ノ

　
壱
名
ハ
五
年
囚
ナ
リ

囚
人
破
獄
ノ
景
況

　
明
治
十
五
年
ヨ
リ
本
年
一
月
迄
已
決
囚
逃
走
セ
シ
モ
ノ
十
三
人
其
詳
細
ハ

　
左
ノ
如
シ

　
　
明
治
十
五
年
五
月
三
日
重
禁
鋼
四
年
ノ
囚
壱
名
外
役
先
ヨ
リ
同
月
廿
七

　
　
日
モ
同
四
年
囚
壱
名
外
役
先
ヨ
リ
同
年
六
月
十
五
日
同
二
年
三
月
ノ
囚

　
　
壱
名
外
役
先
ヨ
リ
同
月
十
八
日
懲
役
終
身
ノ
囚
壱
名
同
七
年
ノ
囚
壱
名

　
　
破
獄
同
年
七
月
十
四
日
同
終
身
ノ
囚
壱
名
同
九
年
三
百
三
十
日
ノ
囚
壱

　
　
名
脱
監
同
年
八
月
三
十
一
日
同
十
年
囚
壱
名
同
七
年
ノ
囚
壱
名
外
役
先

　
　
ヨ
リ
同
年
九
月
八
日
重
禁
鋼
八
月
ノ
囚
壱
名
外
役
先
ヨ
リ
同
年
九
月
十

　
　
九
日
懲
役
十
年
ノ
囚
壱
名
脱
監
同
年
十
月
三
日
同
十
年
ノ
囚
壱
名
破
獄

　
　
同
十
六
年
一
月
廿
九
日
同
終
身
ノ
囚
壱
名
脱
監
逃
走
セ
リ
而
シ
テ
此
内

　
　
六
人
ハ
已
二
就
縛
其
他
数
次
破
獄
ヲ
企
テ
シ
モ
ノ
ア
リ
ト
錐
モ
皆
未
然

　
　
二
発
覚
セ
リ

獄
則
違
反
者
ノ
景
況

　
本
年
一
月
以
降
三
月
マ
テ
本
署
二
於
テ
獄
則
違
犯
ノ
者
処
罰
セ
シ
惣
数
六

　
十
六
人
ト
朋
仲
計
那
転
仁
朋
仲
内
男
六
十
二
人
ニ
シ
テ
女
四
人
ナ
リ
而
シ
テ

　
該
犯
則
タ
ル
ヤ
賭
博
類
似
ノ
遊
戯
ヲ
ナ
シ
タ
ル
者
ト
吸
煙
セ
シ
モ
ノ
最
モ

　
多
シ
ト
ス
且
ッ
金
銭
包
蔵
外
役
先
ニ
テ
食
物
ヲ
貰
ヒ
受
ケ
テ
包
蔵
シ
又
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
（
一
三
八
一
）



　
　
大
分
県
監
獄
事
件
取
調
書

　
逃
走
ノ
隠
謀
ヲ
為
シ
タ
ル
老
等
ニ
シ
テ
其
他
詳
細
ハ
第
八
表
ノ
如
シ

囚
人
食
料
品
ノ
件

　
囚
人
ノ
飯
糧
ハ
成
規
二
照
ラ
シ
米
四
歩
麦
六
歩
ヲ
給
ス
菜
ハ
一
日
壱
人
壱

　
銭
五
厘
以
下
ヲ
目
的
ト
シ
朝
味
噌
汁
二
当
時
ノ
野
菜
ヲ
交
へ
昼
ハ
漬
物
ノ

　
類
タ
ハ
魚
肉
牛
肉
等
ノ
内
二
野
菜
ヲ
交
ヱ
之
ヲ
給
ス

囚
人
工
業
ノ
景
況

　
本
署
已
決
在
監
人
定
役
二
服
ス
ル
モ
ノ
重
軽
囚
合
セ
テ
五
百
三
十
一
人
内

　
伝
告
者
五
人
誘
工
者
七
人
ニ
シ
テ
米
麦
精
業
三
十
二
人
紙
漉
工
五
十
二
人

　
木
工
十
五
人
竹
細
工
廿
七
人
瓦
工
五
人
櫛
工
二
人
下
駄
工
二
人
畳
工
二
人

　
看
病
夫
三
人
炊
夫
十
四
人
理
髪
業
十
一
人
団
扇
工
二
人
刻
莫
十
五
人
㈱
欝

　
索
細
工
二
百
八
拾
人
女
囚
十
六
人
職
確
噂
扇
従
雑
工
三
十
三
人
嫡
購
雄
緒
辮
細

　
杁
駄
耀
筥
甲
類
及
彫
刻
細
工
八
人
ナ
リ
而
シ
テ
其
収
ム
ル
処
ノ
雇
銭
一
日

　
一
人
ノ
平
均
五
銭
九
厘
乃
至
六
銭
五
厘
二
当
ル
木
工
瓦
工
畳
工
雑
工
ノ
如

　
キ
ハ
注
文
品
而
已
ヲ
製
作
シ
其
他
紙
漉
竹
細
工
下
駄
篭
甲
類
ノ
製
造
品
即

　
今
売
捌
ケ
難
キ
ヲ
以
テ
貯
蔵
セ
リ
ト
難
モ
時
季
ヲ
計
リ
売
却
／
見
込
ナ
リ

　
又
索
絢
工
ノ
如
キ
ハ
常
二
一
百
八
十
人
内
外
ヲ
役
シ
随
テ
製
造
品
数
万
束

　
二
及
ヒ
売
捌
且
素
品
買
入
等
二
困
難
ス
ト
錐
モ
外
役
事
業
　
ク
且
ツ
外
昌

　
事
業
ノ
見
込
相
立
難
シ

病
囚
ノ
多
少
及
其
原
因

　
本
年
一
月
ヨ
リ
三
月
マ
テ
已
決
囚
ノ
疾
病
二
罹
リ
シ
者
都
テ
四
百
三
十
四

　
人
障
相
琳
堕
肝
転
臥
監
相
琳
順
ニ
シ
テ
其
病
症
並
二
原
因
ハ
第
九
表
ノ
如
シ

定
役
二
服
ス
ル
囚
人
ノ
賃
金
及
給
与
高

　
本
年
三
月
中
定
役
二
服
ス
ル
囚
徒
ノ
賃
金
七
百
九
拾
壱
円
四
拾
銭
八
厘
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
（
叫
三
八
二
）

　
シ
テ
其
内
給
与
セ
シ
高
ハ
金
八
拾
六
円
九
拾
壱
銭
壱
厘
ナ
リ

監
獄
費
中
地
方
税
ト
工
業
賃
金
ノ
割
合

　
十
五
年
度
上
半
季
ノ
地
方
税
支
弁
高
ト
同
季
工
業
雇
銭
ノ
内
成
規
二
依
墾

　
下
給
ス
ル
雇
銭
ヲ
除
キ
タ
ル
モ
ノ
ト
ヲ
以
テ
割
合
ヲ
為
ス
左
ノ
如
シ

　
金
三
千
六
百
六
拾
五
円
拾
壱
銭
七
厘
　
雇
銭

　
金
六
千
八
百
四
拾
七
円
六
銭
八
厘
支
払
高

　
他
二
上
半
季
二
編
入
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
都
合
二
依
リ
翌
季
へ
操
越
ノ
分

　
ア
レ
ト
モ
現
二
収
入
セ
シ
金
額
ヲ
掲
ク
依
テ
年
度
ノ
結
算
二
至
レ
ハ
幾
分

　
ノ
割
合
増
額
ヲ
見
ル
ヘ
シ
参
照
ノ
為
メ
十
四
年
度
ノ
割
合
ヲ
左
二

金
壱
万
三
夏
塗
円
九
拾
壱
銭
八
轟
難
紅

　
　
内
金
九
千
五
百
五
拾
参
円
弐
拾
銭
四
厘
　
雇
工
銭

　
　
金
七
百
六
拾
九
円
七
拾
壱
銭
四
厘
　
工
業
潤
益
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）
　
支
払
高
六
歩

　
　
金
壱
万
五
千
参
百
七
拾
四
円
四
拾
壱
銭
　
七
厘
二
当
ル

囚
人
壱
人
二
付
畳
ノ
割
合

　
壱
人
当
リ
畳
六
合
三
勺
壱
才
余

貧
困
者
糊
ロ
ノ
為
メ
入
獄
ヲ
望
ム
モ
ノ
有
無

　
右
ハ
絶
テ
ナ
シ

定
役
時
間

　
監
獄
則
ノ
通
執
行

刑
期
後
留
置
人
ノ
有
無

　
刑
法
附
則
第
三
十
二
条
二
基
キ
懲
治
場
二
留
置
シ
タ
ル
者
第
十
表
ノ
如
シ

軽
重
罪
ヲ
区
分
ス
ル
ヤ
否

　
可
成
区
分
ス
ル
見
込
ナ
レ
ト
モ
獄
舎
狭
溢
ニ
シ
テ
悉
ク
区
分
ス
ル
能
ハ
ス



闇
室
ノ
設
ケ
ア
リ
ヤ
否

　
弐
ケ
ノ
設
ケ
ア
リ

闇
室
入
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ノ
員
数

　
本
年
一
月
ヨ
リ
三
月
マ
テ
八
人
ナ
リ

監
獄
費
ノ
事

　
監
獄
費
ハ
県
会
二
附
シ
議
決
ス
ル
処
ノ
予
算
並
二
国
庫
費
支
弁
二
属
ス
ル

　
予
算
二
基
キ
之
力
支
払
ヲ
為
セ
リ
即
チ
十
五
年
上
半
季
分
実
費
支
出
高
ヲ

　
掲
ク
ル
左
ノ
如
シ

　
金
壱
万
九
千
八
百
七
拾
弐
円
五
拾
壱
銭
六
厘

　
内

　
金
弐
千
八
百
六
拾
三
円
　
　
　
　
俸
給

　
　
内
鑛
緬
詣
瀦
醸
麗
銭
五
厘
姻
額

　
金
六
千
弐
拾
三
円
拾
四
銭
三
厘
　
　
雑
給

　
　
内
鶏
魏
酷
鯖
醜
蒸
鑓
九
厘
姻
額

　
金
千
六
百
四
拾
六
円
五
拾
三
銭
七
厘
　
　
庁
費

　
　
内
鐙
魏
鶉
犠
騒
拾
六
銭
産
姻
鍍

　
金
千
五
百
七
拾
三
円
六
拾
弐
銭
五
厘
　
　
未
決
囚
諸
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
地
方
税

　
金
七
千
五
百
三
拾
五
円
三
銭
五
厘
　
　
　
已
決
囚
諸
費

　
　
内
餓
顛
離
朋
擁
麓
鐘
胴
鍍

　
金
弐
百
三
拾
壱
円
拾
七
銭
六
厘
　
　
監
獄
建
築
修
繕
費

　
　
内
鍵
配
墾
酷
蕪
麓
董
姻
額

大
分
県
監
獄
事
件
取
調
書

第
壱
表

／

小 陵 女 押 授 医 教 監
　「
準御 等 看 準御屠 妻

日
副1　　職

監
取

業 講 獄 等用 判用 守 　名典

　　　畢
計 iT 締 丁 手 師 師 雇 外掛外 守 任掛1長 記 獄　　　名

監
獄
署
爵

一』目置本獄監

＿1， I監決未同

署支津中

署支田竹

署支築杵

署支田豆

一

九九一Ll
－1£一

二七
一二一

二
一

歯
△

　
二三

二
二

二
一

一
四
二
一

一／、

　 　i　l署支伯佐　l ll　

　　　
　　　計　　合二」、一四三一二＿l

二
四

ノ、

ノ、

＝
二
八
二
亘
四
三
二
冗 一

」

　
　
　
－
一

二
　
二一

『

三
二
㎜

」
［

五
二
　

　
　
九
　 ’

＿
　 ＿　　l　　l』

八 一　　二　　一　　l　 　F　l．ごi
　　　　　 　　　　　　　 ロ　　レ　　　　　　　 ハ　 　　

i　

　l　r　i　l旧L七 二II二11一
1

1」1 二1

㎏認二回』八、」…八・五読一

一
〇
一
　
　
（
二
二
八
三
）



大
分
県
監
獄
事
件
取
調
書

第
弐
表
　
四
月
一
日
ノ
調
査
二
係
ル

未

F士i

圏族
平l

民1

屠一籍

計

男

決
－

3

女
一
男
一
女
一

〇　
　
4

　
　
7

　
　
1

　
　
　
　
3

男177

女3

聯

　　　監

　9男以十
　　　　　ノペ
　　1』茎」墜，

　62男以二
　　一十
　　1女上歳

　54男以三
　　　　　　　　一　十
　　1　女上歳

　32　男以四
　　　一　 十
　　〇女 上歳
　　　　 　　

　　ー 一　13男以五
一一一　十
　　〇』茎 墜1

　7男1以六1

　　一＋l
　O女1上蜘
　　　　 L＿

瞠1

決已

第
三
表
　
四
月
一
日
ノ
調
査
二
係
ル

ー
」

員人1囚決已

347 旦ゆ
女1丑13

70 一男1再
2

120

一
女
『
男

犯
一
以三

1 一
刺

上犯

537
…
　
　
男

合
計16 』

女

O 男
華
族

族
籍

O 一
女

7 男

士
族O 一

女

530 男

平
民16 『

女

537 男
『

合

16 女旨

年

齢

駈
二
辞
六
諮
＋
罐
＋
謡
＋
臓
蕨
厳

貝ノ＼

　1

O
10

2
207

6
188

男
互
男
互
男
女
男
『
女
男
女
亘
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

蕨
厳

一
旦
女

　
　
0

11

合
　
計

男
一
女

537

16

第
四
表
　
四
月
一
日
ノ
調
査
二
係
〃

一
〇
二
　
　
（
一
三
八
四
）

鰯羅員受現

　刑行

　人刑

1
0
4
1
5
2

86

1
37

0
165

4
298

8

員受旧

　刑刑

　人法

　0

　0

　30
0
　
　
6
　
　
0
　
　
9

　　1

19

　　4

175

　　3

239

　　8

511駿

手
塚
註
　
　
「
現
行
刑
」
と
あ
る
は
、
明
治
十
五
年
刑
法
に
よ
る
受
刑
者
、
「
旧
刑

　
法
」
と
あ
る
は
、
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
等
に
よ
る
明
治
十
四
年
以
前
か
ら
の

　
受
刑
者
の
こ
と
で
あ
る
。

第
五
表
　
四
月
一
日
ノ
調
査
二
係
ル

携
　
　
児

人
　
　
員

十
五
年
ヨ
リ

越男1

女O

十
六
年
自
」
月

　
　
至
三
月

入
監男1

女0

出十
監六
　年

至自

　月月

、
男2

女O

十
六
年
四
月
一

日
現
実

男0

女
ー
q
ー



第
六
表

四
月
一
日
ノ
調
査
二
係
ル

罪

名

不
　
敬
　
　
ノ
　
罪

兇
　
徒
　
聚
　
衆

蔵
　
匿
　
罪
　
人

監
視
規
則
二
違
フ
者

偽
　
造
　
宝
　
貨

並
偽
印
証
罪

強

姦

賭

博

犯

姦

富
籔
ヲ
購
フ
者

略

売

人

謀
　
殺
　
父
　
母

原

因

一
時
血
気
二
乗
シ
ナ
シ
タ
ル
者

婆
租
民
費
取
返
ノ
為
メ
ナ
シ
タ
ル
者

兼
テ
懇
意
ノ
為
メ
ナ
シ
タ
ル
者

規
則
ヲ
麓
略
ニ
ス
ル
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
者

困
窮
ノ
為
メ
ナ
シ
タ
ル
者

困
窮
ニ
テ
父
母
ノ
養
に
困
リ
ナ
ス
者

瀬
惰
ニ
テ
生
活
二
苦
シ
ミ
ナ
ス
者

他
人
ノ
強
誘
ニ
ヨ
リ
ナ
ス
者

酔
二
乗
シ
ナ
シ
タ
ル
者

貸
金
ノ
ア
ル
ヨ
リ
暴
行
姦
淫
セ
シ
者

瀬
惰
ヨ
リ
シ
テ
之
ヲ
行
フ
タ
ル
者

無
産
業
ニ
テ
生
活
二
苦
シ
ミ
行
フ
者

飲
酒
ノ
末
不
図
行
フ
タ
ル
者

賭
房
ヲ
給
シ
タ
ル
者

姦
夫
二
進
メ
ラ
レ
ナ
シ
タ
ル
者

困
窮
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
者

商
業
二
損
亡
ヲ
譲
シ
ナ
シ
タ
ル
者

酒
色
二
耽
リ
負
債
ヲ
生
シ
タ
ル
ヨ
リ
為
ス
，

者己
レ
ノ
自
儘
ナ
ラ
サ
ル
ヨ
リ
ナ
シ
タ
ル
者

父
癒
癒
ト
ナ
リ
看
護
二
苦
シ
ム
ヨ
リ
為
ス

者相
続
サ
セ
呉
レ
サ
ル
ヨ
リ
ナ
ス
者

　
　
一

人
童
小
計

　
　
一
　
　
一

二
九
一
二
九

五八一三一四
一
二

三
二

三
三二一三1－1一

一五
一
三五

八
八一三二

二
・　

　
　
四

一一

大
分
県
監
獄
事
件
取
調
書

1　監　1
『　　／

『守

故
殴
　
　
『
祖
　
　
　
／
　
　
『

謳

殺
本

創　殴

傷打
［
飲
酒
ノ
末
ナ
シ
タ
ル
者

一
ー
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
ー
－
　
　
　
ー
　

自
分
ノ
品
ヲ
持
チ
逃
去
ル
ヲ
ロ
ロ
ロ
ツ
者

「

他
人
ノ
喧
嘩
ゴ
中i

裁
ジ
罵
言
ヲ
受
ゲ
カ
ス

者馬
ノ
引
様
二
対
争
論
を
生
シ
ナ
ス
者

馴
染
ノ
女
ヲ
匿
サ
レ
タ
ル
ロ
ロ
為
ス
者

妻
ノ
吝
気
ヲ
言
フ
ヲ
打
ツ
者

金
銭
上
ヨ
リ
争
論
ヲ
生
ス
ル
者

犯
姦
ノ
為
メ
ナ
シ
タ
ル
者

｝「1二、1塑一

訓七」』ゴニ 訓i

四
〇

圭
姦
通
ノ
為
メ
ナ
シ
タ
薯
　
　
「
二

　
　
父
ノ
意
二
随
ヒ
妻
轟
隻
著
　
｝
｝

告
験
課
矯
ラ
レ
タ
ル
列
遺
墨
」

父
　
母

類
編
リ
父
二
立
．
寛
セ
ラ
レ
怒
ヲ
生
シ
｝
五

舗
編
融
羅
交
際
シ
母
ノ
怒
ヲ
受
｝
一

夫
婦
圃
嘩
訓
際
母
ノ
之
ヲ
制
ス
ル
砺
誤
殺
i
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

ス
ル
者

相
続
ノ
儀
二
付
・
論
星
シ
父
ヲ
殴
萱

一

商
業
二
付
父
ト
争
論
ノ
末
殴
ツ
者

一

家
政
上
二
付
母
ト
争
論
ヲ
生
シ
殴
ツ
者

圏
詣
騒
騰
畷
鶴
醜
．
．
．
ト
「

盗

酒
色
二
耽
リ
ナ
シ
タ
ル
者

困
窮
ノ
為
メ
ナ
シ
タ
ル
者

　　一二

私
慾
二
蔽
ハ
レ
ナ
シ
タ
ル
者

二
一
〇四

一

一
〇
三
　
　
（
＝
二
八
五
）



大
分
県
監
獄
事
件
取
調
書

常

人

童
困
窮
ヨ
ー
ナ
シ
タ
ル
者

一

強

盗

窃

盗

雇

人

盗

詐
　
欺
　
取
　
財

瀬
惰
ニ
シ
テ
生
活
二
苦
シ
ミ
ナ
シ
タ
ル
者

貧
窮
ノ
為
メ
ナ
シ
タ
ル
者

賭
博
ヨ
リ
為
シ
タ
ル
者

酒
色
二
耽
リ
シ
ヨ
リ
ナ
ス
者

他
二
強
誘
セ
ラ
レ
ナ
ス
者

瀬
惰
ニ
シ
テ
仕
事
、
引
好
マ
サ
ル
ヨ
リ
ナ
ス

者

一
五
．

五／、一

一
…

貧
困
ノ
為
メ
ニ
ナ
ス
者

人
ノ
進
メ
ニ
ヨ
リ
ナ
シ
タ
ル
者

酒
色
二
耽
リ
仕
事
ヲ
好
マ
サ
ル
ヨ
リ
為
ス

者博
戯
ニ
ヨ
リ
負
債
償
却
ノ
為
メ
ナ
ス
者

私
慾
ニ
ョ
リ
ナ
シ
タ
ル
者

他
人
ヲ
救
助
ス
ル
為
メ
ニ
ナ
シ
タ
ル
者

学
費
二
迫
リ
為
シ
タ
ル
者

病
ノ
為
メ
困
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強
盗
軽
十
五
年
八
月

懲
役
八

年

一
〇
七
　
　
（
一
三
八
九
）



大
分
県
監
獄
事
件
取
調
書

四
　
犯
　
囚
　
男
六
人

初
犯
入
監
年
月

罪
名
日

刑
名
放
免
年
月

刑
期
日

窃
盗
六
年
十
一

杖
七
月

十同
上
七
年
月
不

　
　
詳

同
懲
十
二
年
十

　
　
一
月

役
五

十
日
十
三
年
一

　
　
月

同
杖
十
二
年
十

六
＋
月

一　

十役同 二禁同 同 十杖窃 刑刑罪再
日五懲 月鋼重 上 八盗 期名名犯
同　月十 同　月十 詳七 詳六 日放　日入
年　　五 年　　五 年 年 免　　監
五　　年 五　　年 月 月 年　　年
月　　三 月　　三 不 不 月　　月

刑刑罪三
期名名犯

十懲窃
年役盗

入
監
年
月

目放
免
年
月

日不十減七
詳四等年
放年二八
免月テ月

同
終
　
八
年
月
不

身
　
　
詳
擾
疾
二

　
　
　
付
収
腰
ニ

　
　
　
テ
放
免

五鍋重違規監
日十禁反則視

　同月十
　年五
　同年　月　九

受
寄
　
十
五
年
七

財
物
　
月

費
消

』
同
二
　
同
年
九
月

月

蒼蕪劉縄観
　　月十　 日放目入
　　　六　　免　監
　　　年　　年　年
　　　二1　月　月

ケ年同
月三六

　　月十
　　　六
　　　年

同
六
　
十
五
年
十

　
　
　
二
月

月｝同
壱
　
十
五
年
十

＝
年
月

一
〇
八
　
　
（
一
三
九
〇
）

五金瞭放 十同賭
円拾罪火 八博

月十 月十
三 一
年 年
三 六

拾円金贈窃 十杖賭
銭五壱罪盗 八博

月十 月十
四 二
年 年
七 七

』

銭五一罪同 十杖窃
拾円金腰 六盗

月十 月十十
三
年
二

＋
四
年
刻

同
上
　
十
六
年
一

　
　
　
月

闘
殴
　
十
五
年
三

　
　
　
月

重
懲

役
九

年

六
　
犯

囚
　
男
壱
人

」

初
犯
罪
入
監
年
日

名
刑
名

刑
期
　
放
免
年
月

窃
盗
懲
九
年
一
月

役
七
十

日
　
　
九
年
三
月

四
犯
罪
入
監
年
月

名
刑
名

刑
期
　
放
免
年
月

窃
盗
重
十
五
年
九
月

禁
鋼
二

月
　
　
同
年
十
一
月

再
犯
罪
入
監
年
月

名
刑
名

刑
期
　
放
免
年
月

詐
欺
取
九
年
四
月

財
懲
役

六
十
目
同
年
六
月

月禁逃 刑名五
　鋼走・期刑犯
　一重 　名罪
同刑十ll放入
年満五挽監
十期年
ニノ＋！ 年年
月上月　月　月
　　前／

三
犯
罪
入
監
年
月

名
刑
名

刑
期
　
放
免
年
月

詐
欺
取
十
一
年
九
月

財
懲
役

七
十
日
同
年
十
一
月

六
犯
罪
入
監
年
月

名
刑
名

刑
期
　
放
免
年
月

窃
盗
重
十
六
年
二
月

、
禁
鋼
七

月



第
八
表

　
　
賭
吸
金

　
　
博

㎜
獄
　
　
　

　
　
類

　
　
　
　

銭

　
　
似

則　
　
ノ

　
　
気

　
　
・
虚

　
　
　
　
一
包

　
　
ヲ

違　
　
ナ

　
　
　
煙
蔵

　
　
ス

背　
　
　
男
　

　
　
　
　
男

　
　
男

　
「

　
　
　
　
4
「

人
一
Q

　
　
　
n
一

員

2

　
　
　
　
　
［

　
　
　
　
　
食

　
　
　
　
　
物31男匿　 蔵　物

11男・喰再物
4t男贈ヲ物食へ囚
21男ル受ヒ貰、

　ヒ　　　　　　　　　
　

＿隻」男i貰ヲ物食テニ先

食
画
且
外

　
ギ

『
芝

　
ヂ
　
　
　
ヂ

　
　
上

　
密
密
f

私　
τ
二
　

衣　

履

一　

　
二

業

　
物

窺　
ヲ

　
製
発

　
　
　
　
不

ヲ　
シ

貸　
テ
書

　
　
　
　
勉

借　
前
旧

　
ヌ

　
ル
状
励

ヌ　
　
［

男　
男
肩
男

－
・
十
『

逃
．
押
為

他
也
禁
「
同

81男！ル企ヲ走
・男iヲトコノ敬不ン対該

・男
サ・看デ知ヲ則犯7ノ｛

一
　I

1「女 ル入二内監乳1物 制

3　女「ル受貰リヨ囚他ヲ上

62「馴
合言十

1
旦
女

　
　
　
　
4

第
九
表

病

名

一
人
旦

原

因

感 下 腰 貧縷レ

麻
　
質
　
私
一

　
7
　
　
ラ
「

二
『
監
獄
署
二
関
烈
ル
因
ナ
シ

脚「

　 　
麻□

口
痺 痛

、
血

三
『
右
同
上

，
五
」

右
同
ヨ

六
｛
過
度
労
役
二
因
ル

肺
　
　
　
結
　
　
　
核
「
　
　
、
「
四
ー
「
監
獄
署
二
闘
ズ
ル
因
洲
引

胃
　
加
　
答
　
流
「
　
七
六
』
食
物
不
消
化
二
因
ス

口

F
－

内
，
ー
炎
J

ー
一
〕
一
食、

物刺激二

因
叱

ー
，
ー

麻
　
　
　

疾
一
　
；
二
監
獄
署
二
関
ス
ル
因
ナ
シ

2
疵
、

1
！
　
　
　
癬
訓
　
　
六
五

「
衣
服
及
身
依
碑
潔
法

下劇二

基
ス

ー

悔
　
　
　
　
－
螺
剛
」

ー
一

六

、
監
獄
署
ヨ

関

烈
ル
因
ナ
シ

ー

結

，
ー
膜

炎
」

ー

三
〇
州
塵
埃
刺
戟
判
因
ス

　

ー
－

ー
外
訓
的
諸
病
萄
］
ー
劇
七
コ
　
監
獄
署
ー
二
，
関
引
ル
因
わ
シ

　
　
　
　
　
　
冒
「

気
管
枝
加
答
流
『
　
二
〇
「
寝
衣
ト
摂
養
ト
ノ
不
充
分
二
基
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
監
獄
署
二
関
ス
ル
因
ナ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
「
皮
膚
ノ
虚
弱
二
因
ス

合

1
四
三
旦

　
　
　
第
十
表

別
房
～
十
五
年
コ
リ
越

　
　
　
ン

「
留
置
　
　
男

人
員

1一　一

女○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
六
年
自
一
月
一
十
六
年
自
一
月

至
三
月
入
場

至
三
月
出
場

呈
女
虜
マ

「
五
【
一
τ
　
一

＋
六
年
四
旦

一
日
現
員

　

男
　
』
女

ノ、

○

手
塚
註

（
1
）
　
地
方
税
か
ら
の
支
払
が
一
五
三
七
四
円
四
一
銭
で
あ
る
が
、
囚
人
の
雇
銭
並

　
に
内
役
外
役
の
収
益
が
一
〇
三
二
二
円
九
一
銭
八
厘
あ
り
、
こ
の
分
は
県
の
収
入

　
に
な
つ
て
い
る
か
ら
、
実
際
の
県
地
方
税
の
負
担
は
五
〇
五
一
円
四
九
銭
二
厘
て

　
あ
る
．
「
六
歩
七
厘
」
と
い
う
の
は
、
地
方
税
か
ら
の
支
払
高
の
中
、
六
七
パ
ー

　
セ
ン
ト
は
監
獄
収
入
で
補
つ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
．

（
2
）
　
再
犯
、
三
犯
の
者
で
「
徒
刑
」
囚
が
数
人
居
る
。
徒
刑
の
場
合
は
、
女
を
の

　
ぞ
き
、
内
務
省
直
轄
の
集
治
監
に
収
容
さ
れ
府
県
管
轄
の
地
方
監
獄
に
は
居
ら
な

　
い
筈
で
あ
る
（
明
治
十
五
年
刑
法
第
十
七
条
第
十
八
条
、
明
治
十
四
年
監
獄
見
第

　
一
条
第
三
条
）
．
お
そ
ら
く
集
治
監
へ
送
る
ま
で
の
臨
時
的
拘
禁
で
あ
ろ
う
。

大
分
県
監
獄
事
件
取
調
書

一
〇
九
　
　
（
ニ
ニ
九
一
）


